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平成 30 年 1 月 31 日 
各  位 

会 社 名 株 式 会 社 フ コ ク 
代 表 者 代表取締役社長 河本 次郎 
（コード番号 5185 東証第１部） 
問合せ先 執行役員管理本部長 神戸 誠 
（TEL   048-615-1700 ） 

 
 

役員報酬の減額に関するお知らせ 

 
 

 当社は、平成 29 年 12 月 26 日に公表いたしました「特別損失の計上ならびに連結業績予想

の修正および債務保証に関するお知らせ」のとおり、当社子会社のリコール対策費用補償に係

る特別損失の発生に関して、経営責任を明確にするため、本日開催の取締役会において、下記

のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の減額を決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 
 
記 

 
１．役員報酬減額の内容 

   

  代表取締役社長             月額報酬額の 30％減額 

  その他の取締役（監査等委員である取締役を除く） 月額報酬額の 10％減額 

 

２．減額対象期間 

 

  代表取締役社長             平成 30 年 1 月から 6月までの 6ヶ月間 

  その他の取締役（監査等委員である取締役を除く） 平成 30 年 1 月から 3月までの 3ヶ月間 

 

  当社グループは、お客様をはじめ関係者の皆様方の信頼回復に向けて、全社一丸となって邁

進していく所存でございます。今後とも株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援を賜りま

すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 

以上 


